
平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

四

七

号

日
本
国
籍
を
有
す
る
フ
ジ
モ
リ
・
元
ペ
ル
ー
大
統
領
の
保
護
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男

47



日
本
国
籍
を
有
す
る
フ
ジ
モ
リ
・
元
ペ
ル
ー
大
統
領
の
保
護
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
七
年
九
月
二
十
一
日
、
チ
リ
の
最
高
裁
は
、
チ
リ
で
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
フ
ジ
モ
リ
元
ペ
ル
ー
大
統
領
（
以

下
、
「
フ
ジ
モ
リ
氏
」
と
い
う
。
）
を
ペ
ル
ー
に
引
き
渡
す
決
定
を
下
し
、
同
年
同
月
二
十
二
日
、
「
フ
ジ
モ
リ
氏
」
の
身

柄
が
ペ
ル
ー
側
に
引
き
渡
さ
れ
た
と
承
知
す
る
。
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
六
第
四
〇
三
号
）
に
よ
る
と
、
政
府
は
邦

人
保
護
の
観
点
か
ら
、
「
フ
ジ
モ
リ
氏
」
に
対
し
て
「
在
チ
リ
日
本
国
大
使
館
が
複
数
回
接
触
し
て
い
る
」
と
の
答
弁
が
な

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
今
回
「
フ
ジ
モ
リ
氏
」
の
身
柄
が
ペ
ル
ー
に
引
き
渡
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
在
チ
リ
日
本
大
使
館
よ
り

「
フ
ジ
モ
リ
氏
」
を
保
護
す
べ
く
ど
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

今
回
「
フ
ジ
モ
リ
氏
」
の
身
柄
が
ペ
ル
ー
に
引
き
渡
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
在
ペ
ル
ー
日
本
大
使
館
よ
り
「
フ
ジ
モ
リ
氏
」

を
保
護
す
べ
く
ど
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

「
フ
ジ
モ
リ
氏
」
の
身
柄
が
ペ
ル
ー
に
引
き
渡
さ
れ
て
か
ら
、
在
ペ
ル
ー
日
本
大
使
館
は
邦
人
保
護
の
観
点
か
ら
「
フ
ジ

モ
リ
氏
」
を
保
護
す
べ
く
、
ペ
ル
ー
政
府
に
対
し
ど
の
よ
う
な
申
し
入
れ
を
行
っ
て
い
る
か
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


